
 

 

 

      

ゴールデンウイークはゆっくり休めましたか？ ５月は１年生にとって初めての定期テストがありますね。２・３年生

にとっても、新しい学年になって初めてのテストです。直前になって、慌てて夜遅くまで勉強をがんばるのではなく、

計画的に学習を進めて、テストに挑みましょう。特に疲れがたまっている時は、体調を崩しやすくなりますので、しっ

かり睡眠をとって、生活リズムを崩さないように体調を管理していきましょう！ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
～保護者の方へ～ 

 

＊ たくさんの保健関係の書類にご記入いただき、ありがとうございました。 

＊ 健康診断の結果、詳しい検査・受診が必要な場合はご家庭にお知らせしますので、早めに専門医を受診して

ください。病院へ受診されましたら、学校へ報告をよろしくお願いします。 

＊ 歯科検診の結果については全員にお知らせを配布しました。 

  受診が必要な人は早めに受診して下さい。今回特に異常がなかった人も定期的に歯科医院での検診等を

受けることをお勧めします。 

＊ 視力検査は、B（0.9～0.7）以下の方にお知らせを配布しました。 

長期間、眼鏡やコンタクトを合わせていない人もいたので、視力の低下がみられた人は、一度眼鏡が合ってい

るか調べてもらって下さい。視力検査は集団で行っているため、検査結果に疑問がある場合は、再度計測しま

すのでお知らせください。 

最近、眼鏡やコンタクトを処方された、診察を受けた、という人はその旨を治療のお知らせの用紙に保護者の

方が記入して提出してください。 

＊ 学校での健康診断での結果は、あくまでスクリーニングです。（病気の疑いも含みます。）専門医に受診して

「異常なし」と判断されることもありますのでご了承ください。 

  

  

  

  

＊５月の保健行事予定＊ 

 

7日（金） 検尿二次 

10日（月） 内科検診 13：15【３年生】 

（結核検診・運動器検診・修学旅行前健診を含む）  

17日（月） 内科検診 13：15【2年生】 

（結核検診・運動器検診を含む） 

24日（月） 内科検診 13：15【１年生】 

（結核検診・運動器検診を含む） 

25日（火） 心電図 13：30～【１年生】 
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5・6月  

カウンセリング室の予定 

～深瀬スクールカウンセラー～ 

 

５月３１日（月） 午後 

６月 ７日（月） 午前 

１４日(月) 午前 

２１日(月) 午後 

２８日(月) 午前 

 

＊時間を調整しますので、希望される

生徒・保護者の方は担当：麻生までご

連絡ください＊ 

 

検診の日は 

休まないように！ 

遅刻しないように！ 

 

本日配布した結核検診問診票は、個人封筒にいれて、５月１１日（火）までに提出してください。 

ボールペン等にて、４つの質問に記入もれがないよう正確にご記入をお願いします。 



  

独独立立行行政政法法人人  日日本本ススポポーーツツ振振興興セセンンタターーににつついいてて  

 

センターの災害共済給付制度は、国、学校の設置者及び保護者の三者が負担する互助共

済制度です。学校管理下で発生した事故による負傷、給食による中毒その他の疾病（ガス中

毒、溺水、日射病、漆等による皮膚炎など法令で定めのあるもの）の医療費、これらの負傷又

は疾病が治った後に障害が残ったときの障害見舞金が保護者に支払われる制度です。  

 

【 給付をうけられるのは？】 

授業中・休み時間・部活動中・登下校中・学校行事など学校管理下のケガや疾病（熱中症、漆等による皮膚

炎、食中毒など）で医療機関を受診したとき、総医療費が５０００円以上（本人負担額が健康保険を使って１５０

０円以上）ないと手続きできません。 

【手続きは？】 

学校から給付手続きに関する用紙をお渡しします。（医療等の状況など）受診した医療機関で記入してもら

って、学校へ提出してください。１ヶ月に１枚必要です。月をまたぐ場合は必要分お渡しします。学校管理下でケ

ガなどをした場合、用紙が必要になった場合は連絡ください。 

【給付金は？】 

治療にかかった医療費の４割が支給されます。事務手続き上、けがをした月より遅れますので、医療機関で

の支払いは、ご家庭で一時立て替えをお願いします。給付を受ける権利は、初診から１０年間、医療費の給付が

行われます。しかし、給付事由が生じた日から２年間行わない時は、時効によって消滅します。 

２・３年生については昨年度からの継続となります。１年生については４月に同意書を頂きました 

 

 

 

＊注意＊ 

・ 学校管理下のケガの場合は、スポーツ振興センターを利用し、本人負担額が１５００円 

（５００点）に満たない場合は、亀山市の子ども医療費助成制度を利用してください。 

・ スポーツ振興センターと亀山市の子ども医療費助成制度は、二重に請求することはできません。 

・ 病院の受付で「学校でのケガです」と伝えてください。 

 

 

 

 

学校の管理下でけがをして、

受診した方は申請に必要な書

類をお渡ししますので、学校

まで連絡ください。  

TEL  ９６－０１１５ 

 

災害給付金は、亀山市より口座振込で支払われます。そのため、

申請する際には、受取口座の書類と振込先の通帳コピーが必要

になります。受診された際に申請用紙と一緒にお渡しします。 

掛金（年額）は４６０円です。毎年５月に引き落としされる副教材費からいただきます。 

現金では徴収しません。 

 


